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１ 趣旨・目的

下妻市庁舎等包括管理業務（以下「本業務」という。）は，下妻市（以下「本市」とい

う。）が市庁舎を含む対象施設（以下「本施設」という。）の安全維持並びに良好な環境の

保持と施設の円滑な運営を図るため本業務の受託者（以下「受託者」という。）の協力に

よりこれらの施設等を計画的かつ適正に管理することを目的とする。

本業務を民間事業者の優れたノウハウを活かしたものとするため、また、庁舎等対象施

設を適切かつ良好に維持管理する能力及び技術力を有する事業者を選定するため、公募型

プロポーザルを実施する。

２ 業務概要

（１）業務名称

下妻市庁舎等包括管理業務委託

（２）業務内容

別紙「下妻市庁舎等包括管理業務委託仕様書」のとおり。

（３）履行期間

契約締結日から令和１１年３月３１日まで

（４）委託金額

委託金額は、３年総額２４６，０００，０００円（消費税等額含む）を上限とす

る。

（５）対象施設の概要

【別紙１】「下妻市庁舎等包括管理業務委託に係る対象施設一覧」のとおり。

３参加資格等

（１）参加資格

本プロポーザルに参加できる者は、単体の法人とし、次の①から⑪までの要件を

すべて満たしていること。

① 下妻市物品製造(役務の提供)等競争入札参加資格審査有資格者であり、令和７

年・８年度の本市入札参加資格者名簿（物品役務）に登載されていること。な

お、本市入札参加資格者名簿（物品役務）に記載のない参加希望者は、参加表明

書と併せて別途下妻市物品製造(役務の提供)等競争入札参加資格審査申請をする

ことができる。

② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当す

る者でないこと。

③ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがな

されていないこと

④ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されていないこと
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⑤ 自社の社員及び役員等が、下妻市暴力団排除条例（平成 24 年条例第 18 号）に

規定する暴力団又は暴力団員ではないこと。また、暴力団の威力の利用や暴力団

に利益を供与する等の当該条例に違反する行為がないこと。

⑥ 参加表明書の提出から当該案件の契約の相手方の選定までの間、本市から入札

参加停止又は入札参加保留の措置を受けていないこと。

⑦ その他法令の規定による指名停止を受けている期間中ではないこと。

⑧ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第４０号。以

下「ビル管理法」という。）第１２条の２第１項第１号から第７号までに規定する

事業の全て又は第８号に規定する事業の登録を受けている者であること。

⑨ 本業務の総括責任者として，ビルメンテナンス等の総括責任者又は業務責任者と

しての実務経験を有し，本業務に必要な技術力，マネジメント能力及びコミュニ

ケーション能力を有する者を選任できること。

⑩ 本市との協議や調整に十分な能力を有し，契約及び本業務の実施，諸条件の変更

等について柔軟な対応ができる者であること。

⑪ 地域経済の循環に配慮し，市内事業者等（市内に本店，支店又は営業所を有する

事業者をいう。以下同じ。）を現行水準と同等又はそれ以上の条件で活用するよう

積極的に努める者であること。

（２）プロポーザルの成立

本プロポーザルの参加者が１者の場合も、本プロポーザルは成立するものとする。
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４ 実施スケジュール

本プロポーザルの実施スケジュールは以下のとおりとする。

※スケジュールは予定のため、変更する場合がある。

５ 書類提出等

（１）参加表明書等の提出

① 受付期間 令和７年１１月５日（水）から令和７年１１月２６日(水)午後４時まで

（土・日・祝日を除く。）

② 受付場所 事務局

③ 受付時間 午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）

④ 提出方法 直接持参又は郵送（郵送による場合は、受付期間内必着とし、配達

記録が確認できる書留郵便等に限るものとする。）

⑤ 提出書類及び部数

ア．参加表明書兼誓約書（様式１、様式２）・・・各１部

イ．会社概要及び業務実績届（様式３）・・・各１部

⑥ 留意事項

ア．上記④イ．の「会社概要及び業務実績届」のうち、業務実績には、令和５年 4

月 1日以降、本プロポーザル公告日までに、官公庁施設（国、地方公共団体）

項目 日程

公告 令和７年１１月５日（水）

参加表明書等受付期間 令和７年１１月５日（水）から

令和７年１１月２６日（水）午後４時まで

質問書受付期間 令和７年１１月５日（水）から

令和７年１１月１４日（金）午後４時まで

質問書回答日 令和７年１１月１９日（水）

第１次審査及び参加資格審査結果通知

（発送）
令和７年１２月１日（月）まで

企画提案書等受付期間 令和７年１２月１１日（木）から

令和７年１２月１５日（月）午後４時まで

第２次審査（プレゼンテーション及び

ヒアリング）

令和７年１２月２３日（火）（予定）

審査結果通知（発送） 令和８年１月上旬（予定）

契約締結 令和８年３月ごろ



４

の包括管理業務及び建物総合管理等を元請けとして業務を受託した実績を記入

すること。なお、上記期間中に履行中の契約については本プロポーザル公告日

時点において履行期間が半年を経過しているものを実績とみなす。また、添付

書類として、契約ごとに業務実績の記載事項が掲載されている契約書の写し及び

当該契約書に附属する仕様書等の概要部分の写しを添付すること。

イ．参加表明書等の提出後は、当該書類の内容変更・追加を認めない。

（２）質問書の提出

① 受付期間 令和７年１１月５日（水）から令和７年１１月１４日(金)午後 4時まで

② 提出方法 事務局あてに電子メールで送付する。なお、電子メール誤配等の防止の

ため、送信後、事務局に電話し受信の確認をすること。

③ 提出書類 質問書（様式４）

④ 回答方法 質疑は一括して取りまとめ、令和７年１１月１９日（水）までに市ホー

ムページで公表する（質問者名は表示しない）。

⑤ 留意事項

ア．質疑は、本プロポーザルにおける企画提案書等を作成するうえで必要な事項

に限る。

イ．質問書の提出は、各参加者１回までとする。

ウ．本プロポーザルに、参加しないことが明らかな者からの質疑及び本業務に関

係のない質疑については、原則として回答しない。

（３）企画提案書等の提出

① 受付期間 令和７年１２月１１日（木）から令和７年１２月１５日（月）午後４時

まで（土・日・祝日を除く。）

② 受付場所 事務局

③ 受付時間 午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）

④ 提出方法 直接持参又は郵送（郵送による場合は、受付期間内必着とし、配達

記録が確認できる書留郵便等に限るものとする。）

⑤ 提出書類及び部数

ア．企画提案書（様式５）・・・１部

イ．企画提案説明書・・・各正本１部、副本（写し）14 部

１）会社概要、業務実施方針（任意様式５－１）

２）各業務の実施体制及び配置予定統括責任者の業務実績（任意様式５－２）

配置予定統括責任者の業務実績は包括管理等の実績年数を記載すること。ま

た、実績年数の分かる資料の写しを添付すること。

３）各業務の業務水準及び品質の向上策、具体的取り組み（任意様式５－３）

４）不具合や火災又は災害発生時の対応策（任意様式５－４）

５）市内業者の活用及び地元（市民）雇用に関する取組み（任意様式５－５）
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６）その他独自の提案事項（任意様式５－６）

７）提案金額見積書（様式６）には算出内訳書を添付すること。

⑥ 留意事項

ア．企画提案説明書には、参加者が特定できる内容の記述（事業者名・個人名等）

は行わないこと。なお、該当部分を塗りつぶし等により処理してもよい。

イ．企画提案説明書の各任意様式は、すべてＡ４版で作成し、１）～６）は各 2ペ

ージ程度とし、合計が 12ページ以下とすること。また、部単位で左上一カ所ホ

ッチキス止めとし、１）～７）の順にしてインデックスを付すこと。また、表

紙には「下妻市庁舎等包括管理業務委託 企画提案説明書」並びに正本副本の別

を記載すること。なお、正本のみ事業者名を記載すること。 ウ．企画提案説

明書の各任意様式は、本文の文字の大きさを原則として１０．５ポイント以上

とする。また、文章のほかそれを補完する写真や図を使用できるものとする

が、任意様式以外の別冊や別紙による追加資料は認めない。

ウ．企画提案書等の提出は、１者１案とする。

エ．企画提案書等の提出後は、当該書類の内容変更・追加を認めない。

オ．提出された企画提案書等は、返却しない。また、市の了解なく公表及び使用し

てはならない。

６ 審査方法等

（１）第１次審査

① 審査方法 提出された参加表明書等を審査し、令和７年１２月１日(月)に、「参加

資格審査結果通知書」を発送する。

※参加表明書の提出が３社を超えた場合は、様式 3（2/2）業務実績届に記載さ

れた包括管理等の実績を基に１次審査を行い、評価結果に基づき上位３社程度

を第 2次審査に進める。

② 審査項目及び留意事項

※上記審査において評価点が同点となった場合、契約の規模（管理建物の面積、施設

数、契約額、契約年数）により判断する。

（２）第２次審査

① 審査方法

審査項目 留意事項

包括管理及び建物総合管理の業務実

績（最大５件）

・指定管理は実績としない

・茨城県内での実績は加点をする
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本プロポーザルに係る「下妻市庁舎等包括管理業務委託プロポーザル審査委員

会（市職員 6人で構成。）」（以下「審査委員会」という。）において、第１次審

査で選定された参加者から提出された、企画提案書等の内容についてプレゼン

テーション及びヒアリングを実施のうえ、委員会で審査・評価し、評価順位を

確定する。評価は、審査項目別に点数化を行い、評価点数の合計が高い順に優

先交渉権者及び時点候補者として選定する。なお、評価点数の合計点数が満点

の６割に満たない場合は、契約候補者として選定しない。また、最も評価点の

高い者が、２者以上いた場合は、審査委員会の委員長及び委員全員による投票

により選定するものとするが、それでも決しないときは委員長が決する。

② プレゼンテーション及びヒアリングの実施

ア．実施日時、場所等については、第１次審査後に通知する。

イ．審査の公正公平を期すため、参加者が特定できるような発言等をしないこと。

ウ．出席者は、３人以内とし配置予定統括責任者は必ず出席すること。

エ．プレゼンテーションは２０分以内とし、その後ヒアリングを１０分程度行う。

オ．プロジェクター・スクリーン・ケーブル（ＨＤＭＩ）及び電源は事務局で用意

する。その他、必要なＰＣ機器等は各参加者で用意すること。

カ．第２次審査における審査・評価に係る審査委員会は、非公表とする。

③ 審査項目及び配点等

評価項目 評価のポイント 点数

１ 会社概要、業務実施方針 ・業務内容の理解度、実施方針の具体

性、確実性

・業務実績（包括管理等）

２０

２ 各業務の実施体制及び配置予定統括

責任者の業務実績

・実施体制の充実度

・業務実績、技術・管理能力

１０

３ 各業務の業務水準及び品質の向上

策、具体的取組み

・取組み内容の具体性、確実性 １０

４ 不具合や火災又は災害発生時の対応

策

・連絡体制、対応手順

・各業務の連携

１０

５ 市内業者の活用等に関する取組み ・市内業者の活用等

・取組み内容の具体性、確実性

２０

６ その他独自の提案事項 ・提案内容の有効性、具体性、確実性

・創意工夫

２０

７ 提案金額 ・金額 １０
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④ 審査結果の通知及び公表

ア．審査結果は、決定後、審査を受けた者全員に「審査結果通知書」を発送して通

知する。なお、審査の経緯及び結果に関する質問、説明要求、意見等は受付け

ない。

イ．審査結果は、次に掲げる事項を市ホームページに公表するものとする。ただ

し、契約候補者とならなかった参加者の名称及び所在地は公表しない。

１）業務名

２）業務内容及び履行期間

３）担当課の名称及び所在地

４）契約候補者の名称及び所在地

５）契約候補者及び契約候補者とならなかった参加者の評価点及び順位

７ 失格

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。

（１）提出書類等が本要領の提出方法等に適合しない場合。

（２）提出書類等が本要領に示された条件に適合しない場合。

（３）提出書類等に虚偽の内容が記載された場合。

（４）提案金額見積書記載の金額が、「２業務概要（４）」の上限額を超過した場合。

（５）審査委員会の委員又はその関係者に接触を求めるなど、評価の公平性を害する行為

を行った場合。

（６）契約候補者の選定から契約締結までの間に、資金事情の著しい変化により、本業務

の履行が困難であると認められた場合。

（７）著しく社会的信用を損なう行為等により、契約候補者としてふさわしくないと認め

られた場合。

（８）その他、本要領に反すると認められた場合。

８ 契約

（１）契約手続

①本プロポーザルにおいて契約候補者として選定された者から別途見積を徴取し、契

約の交渉を行う。なお、その際、企画提案書等の詳細について協議又は調整のう

え、企画提案等の内容を一部変更して契約する場合がある。また、当該企画提案書

等（内容を一部変更した場合は、変更後の企画提案書等）については、契約書の内

容に含むものとする。

②契約候補者に辞退、もしくは事故等があり、契約の交渉が不可能となった場合は、

次点の者を契約候補者とするものとする。

③契約候補者と交渉が成立した場合において、業務委託契約を締結するものとする。
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④契約方法は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２に基づ

く随意契約とする。

（２）委託料の支払

本業務に係る委託料(修繕費は除く)の支払いは、均等分割による支払いとし、 支

払い回数及び時期については、受注者と協議のうえ、定めるものとする。(最小回

数は年１回とする。)

９ その他

（１）辞退

第２次審査を辞退する場合は、辞退届（Ａ４版 任意書式）を令和７年１２月１５日

（月）午後４時までに、事務局まで提出すること。

（２）費用負担

本プロポーザルの参加等に係る、提出書類の作成、プレゼンテーション及びヒアリン

グ等に要する費用は各参加者の負担とする。

（３）違約金

履行期間において、企画提案書の「市内業者の活用及び地元（市民）雇用に関する

取組み」の項目に関して市内業者及び市民雇用に関する具体的な提案について、やむ

を得ない事情を除き提案内容が履行できない場合、市は事業者に対し違約金を請求す

ることができる。なお違約金の額は下式により算定するものとする。

≪違約金算定式≫

違約金額＝提案金額見積書添付資料内訳の採用提案を行った業務の金額（税込）×0.05

例）提案金額見積書の内訳：清掃 内訳金額（税込）11,000,000×0.05＝違約金 550,000 円

１０ 事務局

茨城県下妻市本城町３丁目１３番地

下妻市役所 総務部 資産経営課施設経営係（担当：飛田、髙橋）

電 話：０２９６－４３－２２３５（内線３３１１）

ＦＡＸ：０２９６－４３－１９６０

Ｅ－ｍａｉｌ： fm@city.shimotsuma.lg.jp


